
〇毎年度、本計画の実施状況を公表するとともに総合教育会議に報告する。

群馬県立学校の教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画 （概要版）

〇時間外在校等時間に関する目標
・1箇月時間外在校等時間が80時間を超える教育職員の割合
令和11年度までにゼロにする

・1年間における教育職員の1箇月時間外在校等時間の平均時間
令和8年度以降も、引き続き平均で30時間程度を下回るようにする

〇県教育委員会における取組
例）
・教育職員の在校等時間の状
況を把握し、県教育委員会
の公式ホームページにて公
表する。

〇「学校と教師の業務の3分類」を踏まえた業務の見直し
本計画では、国が示した業務の3分類に基づき業務の整理を行うとともに効率化と負担軽減を推進する。
例）◆過剰な苦情・不当要求への対応（「3分類」⑤関係）

・県教育委員会は、過剰な苦情や不当な要求への対応について、スクールロイヤーや臨床心
                             理士など、専門的知見を有する専門家による相談体制を構築する。
〇「学校と教師の業務の3分類」以外の措置の推進
本県においては、これまでに取り組んできた学校現場における具体的な措置も継続して推進する。
例）◆留守番電話の対応・・・勤務時間外の電話対応は、留守番電話および自動対応を推進する。

〇教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組
県教育委員会は、教育職員の健康と福祉の両面から支援体制の充実を図る。

第１ 本計画策定の趣旨等

〇本計画の趣旨
・群馬県教育委員会は給特法及び国指針の改正を踏まえ、教育職員の長時間勤務是正とウェルビーイング向上を目的として「業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定しました。
・教育職員の業務負担の軽減と健康確保、働きがいの向上及びワーク・ライフ・バランスの実現を両立させることにより、質の高い教育と働きやすい職場環境の実現を図ります。

〇本計画の対象 ・本県の県立学校の教育職員 〇本計画の期間 ・令和8年度～令和11年度まで（4年間）

第２ 本県の状況

〇時間外在校等時間（月別平均時間）【令和6年度平均】
・高等学校等・・・29時間42分
・特別支援学校・・15時間18分

〇時間外在校等時間45時間超えの教職員の割合推移
【平成30年～令和6年】

〈課題〉時間外在校等時間45時間超えの教職員は減少傾向にあるが、
長時間労働により心身の健康リスクを高めるおそれのある教職員がい
る。
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〇ワーク・ライフ・バランスや働きがいに関する状況
・ワーク・ライフ・バランスが「とれている」「概ねとれている」と
回答した割合 ⇒ 74.4％
・教職に対する働きがいを「感じている」「概ね感じている」と回答
した割合 ⇒ 80.4％ 【令和7年度調査】

第３ 本計画の目標

〇ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標
・「ワーク・ライフ・バランスがとれている」と回答する教育職員の割合
令和11年度までに 80％以上

・「働きがいを感じている」と回答する教育職員の割合
令和11年度までに 85％以上

「ワーク・ライ
フ・バランスが
とれている」
「働きがいを感
じている」教育
職員の割合の変
化など意識の変
化を測る。

第４ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容

第５ 実効性の確保

「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定・公表（令和8年度～）

〇県立学校における取組
例）
・教育職員の在校等時間を
     把握し、前日の退勤時刻
     から翌日の出勤時刻まで
     に一定時間を確保する。

〇保護者・地域・関係団体との連携
例）
・学校における働き方改革及び本計画の     
趣旨について、保護者や地域住民等に

     対して広く周知し、理解と協力を得な
     がら、働き方改革を進めていく。

時間外在校等時間80時間超えの教職員の割合【令和6年10月】
・高等学校等・・・5.1％ ・特別支援学校・・0.1％



参考：国が示した
業務の３分類
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